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松田町古民家の設置及び管理に関する条例（平成３０年９月２５日条例第２６号）

（以下、「条例」という。）第１２条の規定に基づき、古民家「旧安藤邸」の指定管理

者を次のとおり募集します。 

 

１ 事業の趣旨及び施設の経営・管理方針 

町では、平成２８年度から取り組んでいる YHV事業注１との相乗効果を目指し、平

成３０年度より農泊推進事業注２を推進し、その一環として古民家「旧安藤邸」を改

修しました。 

この施設の設置目的は、産業が衰退し、人口が減少している寄地域を創生させる

拠点として、歴史・自然・農業体験等の実施や地域情報の発信を通じて地域の振興

及び地域経済の活性化を推進することです。地域の活性化に向けては、交流・関係

人口の増加が重要であり、そのために、地域全体を巻き込み、多くの協力者やファ

ンを獲得し、これをマネジメントする機能も肝要となります。 

施設の経営・管理について、施設特性を活かした運用（伝統的な生活体験や農村

地域の人々との交流等）により寄地域の魅力を味わってもらうことで地域経済の活

性化に繋げていくため、民間の知恵や活力・ノウハウを取り入れ、多様化するニー

ズへ効果的・効率的に対応できる指定管理者制度を導入します。 

 

注１…YHV 事業とは、寄地区の都心に近い（穴場的）立地的優位性や、昔から手付

かずの豊富な自然環境を活かし、既存の資源であるドッグランやこれに付帯する

地域資源等をリノベーションし、県と連携推進する「未病対策」の概念も踏まえ

た「癒し（心身の健康）」をテーマにして、寄地区における賑わいの創出、新た

なビジネスチャンス構築及び定住・移住化の促進を目指した「やどりき癒しの里

～Yadoriki Healing Village～」を創出する事業です。 

注２…農泊推進事業とは、寄地区の豊かな自然を活かし、都心から２時間と隠れ家

的な山里である「癒しの里」を目指して、寄地区で「農泊」ビジネスの創出・規

模の拡大等を通じて、宿泊客への地場産品の提供や農業体験の実施による地域産

業の振興をはじめ、宿泊客が各観光スポットや店舗へ周遊することによる地域経

済の活性化等、地域が一体となって収益を得る仕組みを構築していく事業です。 

 

２ 指定管理者の役割 

  指定管理業務の実施に当たり、指定管理者には次の各項目の実施を求めます。 

（１）寄地域の魅力を最大限に活かすために、寄地域内の住民や団体等を複数含む体

制に努めること。 

（２）リーダーシップを発揮し、地域全体をまとめ上げ、地域を巻き込む事業展開に

努めること。 



2 

 

（３）地域と連携し、理解・協力を得られるような事業計画を策定すること。 

（４）施設を持続するために必要となる事業を創造すること。 

（５）その他、施設の設置目的に資する事業を実施すること。 

 

３ 施設の概要 

（１）名  称 古民家「旧安藤邸」 

（２）所 在 地 神奈川県足柄上郡松田町寄７０９番地、７０８番地１の一部、７１

２番地及び７１３番地１  

（３）施設内容 

総面積（土地） 1,665.66㎡ 

施設別概要 

主屋 

床面積      132.15㎡ 

管理施設 

床面積   １階 40.94㎡（うち、廊下 10㎡含む） 

     ２階 31.89㎡ 

倉庫 

床面積      33.05㎡ 

庭 

敷地面積     973.15㎡ 

茶畑 

敷地面積     495.42㎡ 

※付帯する工作物（風呂、トイレ等）については、施設内容に含みます。 

※令和８年度中に浄化槽の更新工事、エアコン設置工事（２基）の実施を予定

しています。 

 

４ 業務の範囲及び具体的内容 

（１）古民家「旧安藤邸」における指定管理者の業務は、松田町古民家の設置及び管

理に関する条例第１４条の規定により、次に掲げる業務とする。 

① 古民家の施設及び設備の維持管理に関する業務 

② 古民家の利用の許可に関する業務 

③ 古民家の利用料金の収受に関する業務 

④ 古民家の設置目的を達成するために必要な業務 

⑤ その他町長が別に定める業務 

  ※各業務の詳細については、「指定管理業務仕様書」を参照 

 

（２）再委託の取り扱い 
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① 全部委託の禁止 

    指定管理者は、受託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることは

できない。 

  ② 部分委託の取り扱い 

    施設の経営・管理を効率的・効果的に行う上で必要と判断される業務は、町

の事前承認を受けた上で、業務の一部を第三者に委託することができる。ただ

し、設備の保守点検、警備、清掃、廃棄物処分等、施設の管理に際して一般的

に専門業者へ委託することが想定される業務は、承認を省略することができる。 

 ③ 町内事業者・諸団体優先の原則 

    前項に定める業務の一部の委託を行う場合は、合理的な理由がある場合を除

き、町内に存する事業者・諸団体を優先的に活用すること。 

 

５ 管理の基準 

（１）業務の履行に当たっては、関係法令及び例規等の内容を理解の上遵守すること。 

① 地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規 

② 松田町古民家の設置及び管理に関する条例 

③ 松田町古民家の設置及び管理に関する条例施行規則 

④ 松田町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 

⑤ 松田町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

⑥ 個人情報保護法ほか個人情報関連法規 

⑦ 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関連法規 

⑧ 消防法ほか消防関連法規 

⑨ 食品衛生法ほか食品衛生関連法規 

⑩ 住宅宿泊事業法、旅館業法ほか宿泊事業関連法規 

⑪ その他指定管理業務を行うに当たり遵守すべき法規 

※ 業務の履行に伴う関係法令及び例規等に基づく行政庁への各種手続き（住宅

宿泊事業法（民泊）に基づく届出や旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可申請、

食品衛生法に基づく食品営業の許可申請等）については、指定管理者の責任に

おいて行うこと。 

（２）指定管理者は、本施設について、本事業の趣旨及び施設の経営・管理方針に則

った管理・経営を行うこと。 

（３）体験型イベントを実施する場合には、参加者の安全に配慮するため、自然体験

活動指導者（NEAL）の資格保有者（資格取得予定者※を含む。）を配置すること。 

  ※NEAL資格取得予定者は、事業実施年度末までに資格取得すること。 

（４）指定管理者は、本施設の経営に当たり必要となる人員は、町内在住者から雇用

するよう努めること。 
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（５）施設の利用料金は、指定管理者の収入として収受することができる。 

（６）施設の利用料金については、条例別表に定める額を上限とした範囲内において

指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。ただし、指定管理

者は、松田町古民家の設置及び管理に関する条例施行規則第５条各号の規定に該

当すると認める場合は、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除するこ

とができる。 

（７）本事業の趣旨を実現するため、指定管理者は、積極的に自主事業を実施するこ

と。なお、その内容については、事前に町と協議し、承認を得なければならない。 

（８）自主事業による収入は、指定管理者の収入とする。 

（９）個人情報の取り扱い 

   指定管理者が指定管理業務及び自主事業を行うに当たり、個人情報を取り扱う

場合は、松田町個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、その取り扱いに

十分留意し、個人情報の目的外使用、漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情

報の適切な管理に努め、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければな

らない。これは、指定期間（松田町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関す

る条例第２条第６号に規定される「指定管理者を指定して管理を行わせる期間」

のこと）が終了した後も同様とする。 

（10）守秘義務 

   指定管理者が指定管理業務及び自主事業を行うに当たり、業務上知り得た内容

を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。これは、指定

期間が終了した後も同様とする。 

（11）新型コロナウイルス感染症等への対応策 

   指定管理者は、利用者への安全対策や施設・職員の感染防止策等を定めたガイ

ドラインを策定し、町、県及び国の指針に従い適切な対応策を講じることとする。 

 

６ 指定管理業務に必要な経費等 

（１）指定管理者は、指定管理業務（業務の詳細については、「指定管理業務仕様書」

を参照）に必要な経費を、利用料金、自主事業の収入及び自らの財源によって賄

うものとするため、町から指定管理委託料の支払いはありません。 

（２）指定管理者は、５５，０００円を最低額とした指定管理者が提案する額（以下、

「基礎納付月額」という。）を毎月末までに町の指定口座へ納入するものとする。 

  ※町による改修工事等により施設の利用が不可能となる期間が生じた場合は、当

該工事期間中は納付を免除する。ただし、当該工事の終了日が属する月において

は、工事終了日から月末までの日割計算により算出された額を基礎納付月額とし

て納入するものとする。 

（３）指定管理業務に関する経費及び収入は、本業務にかかる専用口座で管理し、会
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計経理は他の業務にかかるものと区分するものとする。 

（４）指定管理業務に関する会計年度は、毎年４月１日より翌年の３月３１日までの

期間とする（令和８年度の始期は、指定管理の開始時とする）。 

 

７ 指定期間 

  最長で令和８年８月１日から令和１３年３月３１日までの４年８ヶ月間とする。 

  ただし、町は、古民家「旧安藤邸」の管理の適正を期するために行った指示や本

要項に定めることに指定管理者が従わないとき、その他指定管理者による管理を継

続することが適当でないと認めたときは、ただちに指定を取り消し、又は期間を定

めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができることとする。なお、指

定の取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停止によって生じる損害、損失及び

増加費用については、町はその賠償の責めを負わないものとする。 

 

８ 募集要項等の配布 

（１）配布期間 

    令和８年５月２６日（火）から６月１６日（火）まで 

 

（２）配布場所 

松田町役場観光経済課観光推進係 

（３）配布方法 

   配布場所に来所、又は松田町ホームページからダウンロードしてください。 

郵送での配布は行いません。 

（４）その他資料 

   その他、配布を希望する資料がある場合は、別途ご相談ください。 

 

９ 現地説明会 

（１）開催日時等 

  日  時：（第１回）令和８年６月４日（木）１４時から  

       （第２回）令和８年６月５日（金）１４時から 

  場  所：古民家「旧安藤邸」 

  内  容：現地施設の案内 

集合時間：１３時５０分  

集合場所：古民家「旧安藤邸」 

（２）説明会申込方法 

   参加を希望する場合は、説明会参加申込書に必要事項を記入して頂き、担当者

に電話連絡の上、松田町役場観光経済課観光推進係へ持参、郵送、ファクシミリ
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又は電子メールにより送付してください。 

（３）説明会申込期限 

   令和８年６月２日（火）まで 

    

１０ 質問の提出 

（１）提出方法 

   質問票に必要事項を記入して頂き、担当者に電話連絡の上、松田町役場観光経

済課観光推進係へ持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより送付してくだ

さい。 

（２）質問の受付期間 

   令和８年６月５日（金）から６月９日（火）まで 

（３）回答方法 

   松田町ホームページで回答を公開するとともに、全ての現地説明会参加団体に

対し、電子メールにて回答を送付します。ただし、指定管理者の審査・選定に関

する質問や本業務の実施に必要ないと判断される質問は受け付けません。 

（４）回答予定日 

   令和８年６月１１日（木） 

 

１１ （事前審査）参加申込書類及び提出方法 

 参加申込に当たっては、次に掲げる書類を提出してください。町長が必要と認める

場合は、追加資料の提出をお願いする場合があります。また、申込に係る費用は申込

者の負担とします。なお、官公庁が発行する書類は、申請書類の提出日から３か月以

内に発行された原本に限ります。 

（１）（事前審査）参加申込書類 

  ① 指定管理者申込書 

  ② 誓約書 

  ③ 団体の定款、規約その他これらに相当する書類 

  ④ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書又は登記簿謄本 

  ⑤ 貸借対照表及び損益計算書、収支決算書その他団体の財務状況を明らかにす

る書類（直近３年度分） 

  ⑥ 事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書類（直近３年度分） 

  ⑦ 納税証明書（法人税、法人県民税、法人事業税、法人住民税、消費税及び地

方消費税）（直近３年度分） 

  ⑧ 役員全員の氏名、読み仮名、性別、生年月日、住所を記載した書類 

   ※ 松田町暴力団排除条例第９条では、町の公の施設の管理を、暴力団又は暴

力団経営支配人等に行わせてはならないと定めており、町は応募者が暴力団
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等でないことを確認するため、これらの情報を収集するもので、収集した情

報については、神奈川県警察本部へ照会します。 

  ⑨ その他町長が必要と認めた書類 

  ※④、⑤、⑥の書類については、設立して間もないまたは設立予定の団体・法人

であるなどの理由により存在しない場合は提出しなくてもよい。 

（２）提出部数 

   １部 

（３）提出方法 

   持参または郵送で提出してください（持参の場合は土日祝日を除く午前８時３

０分から午後４時まで、郵送の場合は書留郵便又は宅急便など配達完了の確認が

できる方法とし、期日までに必着とします）。 

（４）提出期間 

   令和８年６月１２日（金）から６月１６日（火）まで 

（５）提出先 

   松田町役場観光経済課観光推進係 

〒２５８－８５８５ 

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領２０３７番地 

電話 ０４６５－８３－１２２８  

FAX  ０４６５－８３－５０３１ 

 

１２ 事業計画書及び提出方法 

      事業計画書には、次に示す項目（内容）を記載してください。また、各項目

が事業計画書のどこに記載されているか、分かりやすいよう工夫してください。 

    また、提案趣旨やアピールしたいポイント等を明瞭かつ具体的に記載し、専

門的知識を有しない者においても分かりやすい内容としてください（その他、

ＰＲ及び独自提案がある場合には、当該説明資料の添付を可能とします）。 

① 「古民家「旧安藤邸」の指定管理者選定評価基準」に記載のある審査の視   

 点に対応する内容 

② 経営に係る基本方針 

   ③ 指定予定期間内の年度ごとの業務の実施計画書 

   ④ 指定予定期間内の年度ごとの収支計画書 

   ⑤ 経営管理体制（組織・人員の体制・雇用計画等） 

   ⑥ 周辺地域（地元）への経済効果 

   ⑦ 自主事業の年間スケジュール 

   ⑧ 町への基礎納付月額（最低額５５，０００円） 

（２）提出部数 
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   正本１部、副本１０部（副本は写しで可）、電子データ 

（３）提出方法 

   持参または郵送で提出してください。電子データについてはメールまたはＣ

Ｄ・ＤＶＤ・ＵＳＢなどの電子メディアで提出してください（持参の場合は土日

祝日を除く午前８時３０分から午後４時まで、郵送の場合は書留郵便又は宅急便

など配達完了の確認ができる方法とし、期日までに必着とします）。 

（４）提出期間 

   令和８年６月３０日（火）から７月６日（月）まで 

（５）提出先 

   松田町役場観光経済課観光推進係 

〒２５８－８５８５ 

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領２０３７番地 

電話 ０４６５－８３－１２２８  

FAX  ０４６５－８３－５０３１ 

 

１３ 申込の資格 

  松田町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第３条に基

づき、申込資格は次のとおりとします。 

（１）法人等の団体であること(法人格の有無は問わない)。 

（２）法人等又はその代表者が、次に該当しないこと。 

  ① 法律行為を行う能力を有しない団体等 

  ② 破産者で復権を得ない団体等 

  ③ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。)の

規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者 

  ④ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取り消しを受けた

ことがある団体等 

  ⑤ 松田町における指定管理者の手続において、その公正な手続を妨げた者又は

公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

  ⑥ 国税及び地方税を滞納している団体等 

（３）法人等の団体の人員、資産の額その他の経営の規模及び能力があること。 

（４）事務所の所在地に関する事項（県内に拠点を置いている又は置こうとする法人

その他の団体であること） 

（５）当該施設の経営・管理に当たって必要な資格・免許等を有すること。 

 

１４ 指定管理候補者の審査・選定等 

（１）指定管理者選定委員会の設置 
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   指定管理候補者の選定に当たっては公平かつ適正に行うため、松田町指定管理

者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）を設置します。 

（２）選定方法 

   指定管理候補者の選定は、公募型プロポーザル方式によるものとします。申込

者は、選定委員会において、事業計画についてのプレゼンテーション（ヒアリン

グ含む）を行い、選定委員会は申込者からの提案内容等を総合的に審査し、最も

優れた者を、指定管理候補者として選定します。 

   また、申込者が多数の場合は、提出された申込書等により事前審査を行い、プ

レゼンテーション（ヒアリング含む）に参加する申込者を選定することがありま

す。この場合、事前審査結果は、申込者に対し書面により通知します。なお、事

前審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求、異議申立て等は受け

付けないものとします。 

   また、プレゼンテーション（ヒアリング含む）に応じない場合には、辞退した

ものとみなします。 

① 実施時期 令和８年７月中旬（予定） 

② 実施場所 松田町役場（予定） 

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領２０３７番地 

③ 実施時間 １申込者６０分（予定） 

※ プレゼンテーション３０分、ヒアリング３０分 

④ 出 席 者 １申込者につき３名までとし、代表者及び統括責任者となる予定の

方は原則出席してください。なお、これによりがたい場合は、事前

に事務局へ申し出た上で、指示を受けてください。 

⑤ そ の 他 ア プレゼンテーション（ヒアリング含む）は、提出した申込書等

を基に行うものとし、選定委員会が認める場合を除き、追加提

案や追加資料の配布は認めません。ただし、これらを踏まえた

上で、パソコン等による説明は許可します。 

イ パソコン、プロジェクター、スクリーンは事務局で準備します

が、使用する場合は、事前に届け出てください。 

ウ プレゼンテーション（ヒアリング含む）の順番は、申込書等の

受付順とし、個別に行います。 

エ プレゼンテーション（ヒアリング含む）の詳細については、別

途通知します。 

(３) 選定評価基準 

選定委員会において、各申込者の申込書等、プレゼンテーション（ヒアリング

含む）内容について、総合的に評価するものとします。なお、審査する際の評価

項目については別添「古民家「旧安藤邸」の指定管理者選定評価基準」のとおり
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とします。 

(４) 指定管理者の候補者の選定 

各委員の採点の合計点（以下、「得点」という。）が最も高い申込者を指定管理

者の候補者として選定します。なお、得点が同点であった場合は、選定委員会で

協議の上、委員長が決定することとします。 

また、得点が満点の半分を超える団体がいない場合は、該当団体無しとします。 

(５) 審査結果 

① 審査結果は、全ての提案者に書面により通知します。 

② 審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求、異議申立て等は受 

け付けないものとします。 

 

１５ 留意事項 

(１) 申込者が次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

① 提出書類に虚偽の記載があった場合 

② 募集要項に違反した場合 

③ 申込書等に不備、錯誤等があり、再提出を指示したにもかかわらず、期限内 

に提出されなかった場合 

(２) 本件に係る費用は、全て申込者の負担とします。 

(３) 提出された書類等は、必要な範囲において複製を作成することがあります。 

(４) 本プロポーザルは指定管理者の候補者の特定を目的に実施するものであり、協

定内容においては提案内容の全てが反映されるわけではありません。 

(５) プロポーザル実施のために作成された資料及び町より提供した資料は、申込書

作成以外に使用しないこと。また、町より提供した資料のうち別途指示するもの

については申込書提出時に返却してください。 

 (６) 本募集要項に定めるもののほか、必要な事項については、協議により決定する

ものとします。 

 

１６ 指定管理者との協定の締結 

  町は、町議会における所要の手続き終了後、指定管理者として指定された法人等

と業務を実施する上で必要となる詳細事項について協議を行い、これに基づいて協

定を締結します。 

  なお、協定書は、指定期間全体に関する「基本協定」を定めることとし、これに

より難い詳細事項については、「年度協定」を締結します。 

 

１７ 公募に関するスケジュール 

（１）募集要項の配布      令和８年５月２６日（火）～６月１６日（火） 
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（２）現地説明会参加申込期限  令和８年６月２日（火） 

（３）現地説明会        令和８年６月４日（木）、５日（金） 

（４）公募に関する質問受付   令和８年６月５日（金）～９日（火） 

（５）質問に対する回答     令和８年６月１１日（木） 

（６）参加申込書類の受付    令和８年６月１２日（金）～１６日（火） 

（７）事前審査結果の通知    令和８年６月２９日（月） 

（８）事業計画書の提出     令和８年６月３０日（火）～７月６日（月） 

（９）選定委員会        令和８年７月中旬 

（10）選定結果の通知      令和８年７月中旬 

（11）協定の締結        令和８年７月下旬 

 

１８ 問い合わせ先 

松田町役場観光経済課観光推進係 

〒２５８－８５８５ 

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領２０３７番地 

電話：０４６５－８３－１２２８ FAX：０４６５－８３－５０３１ 

メール：kankou@town.matsuda.kanagawa.jp 

mailto:kankou@town.matsuda.kanagawa.jp

